
本年2⽉、当社は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技⼤会に関するテストイ
ベント計画⽴案等業務委託契約等の⼊札談合（独占禁⽌法違反）事件に関し、公正取引委
員会により刑事告発され、東京地⽅検察庁により起訴されました。

当社は、東急グループの理念や指針に則って「コンプライアンス⾏動基準」を制定し、
ステークホルダーの皆さまから信頼され愛される企業ブランドの確⽴に取り組んでまいり
ました。それにもかかわらず、このような事態を招いたことは誠に遺憾であり、深く反省
しております。

これを受けまして、当社はこれまでに全営業部員を対象とした独占禁⽌法に関する社内
調査（アンケート）、役員や関係が深い部⾨⻑を対象とした独占禁⽌法に関する講習など
を実施して参りました。また、独占禁⽌法を専⾨とする弁護⼠の助⾔を得ながら、再発防
⽌策を下記項⽬にて検討し、策定を進めています。

１）組織・制度の構築（コンプライアンス責任者の明確化、独占禁⽌法コンプライアンス
専任組織の新設、社内リーニエンシー制度の導⼊）

２）社内規程の整備（コンプライアンスマニュアル、競合他社との接触ルールなど）
３）事後的なモニタリングの実施（リスクが⾼い部⾨への監査）
４）継続的な教育および意識改⾰（独占禁⽌法違反事例を中⼼とした全社員向け研修）

また、2023年5⽉22⽇付で、第三者の⽴場であり、当社と利害関係を有しない外部専⾨
家の弁護⼠3名で構成された「コンプライアンス独⽴検証委員会」を設置しました。今後は
上記項⽬に基づき策定した再発防⽌策をコンプライアンス独⽴検証委員会に提出し、検証
いただき、原因の分析および再発防⽌策の提⾔をいただきます。

そして、コンプライアンス独⽴検証委員会による検証報告書の提⾔を真摯に受け⽌め、
実施済み、または実施中の具体的な再発防⽌策は継続しつつ、今後必要な具体策を追加し
実効性を⾼めていきます。

東急エージェンシーが、これからも社会への貢献を実現していくために法令違反⾏為に
対してこれまで以上に厳正に対処し、コンプライアンス体制を強化することにより再発防
⽌を徹底し、お客さまの信頼回復に努めてまいります。
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